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━令和元年度賃金・労働条件等について━ 

◎日時・場所
令和元年 11 月 12 日（火）午後３時 50 分～午後５時 20 分（中央北生涯学習プラザ 学習室１Ｂ） 

◎今回の交渉の主な目的
令和元年 10 月 30 日に提出された 2019 年度賃金・労働条件に関する要求書等に対する回答につ

いて、前回に引き続き協議を行った。 

◎具体的な交渉内容

１ 令和元年度賃金・労働条件に関する要求書に対する回答について

組合の主張 当局の回答 

人事評価について 

10 名を超えるような多数の部下を抱える係

長等の、評価に係る時間と労力は、過大なもの

となっている。適切な評価ができる仕組みが必

要ではないか。 

人事評価だけを見れば抱える部下の数によっ

て偏りがあるかもしれないが、人事評価を行う

ことは係長の業務の一部であり、その点だけを

見て判断すべきことではない。また、適切な人

事評価に資するよう、毎年度の評価者研修の実

施や、個別の問合せへのきめ細やかな対応など

の取組を進めてきているところである。 

係長の中には 30 人を超える部下を抱えてい

るものもおり、課長級になると更に多くなる

が、この状況で適切な人事評価ができるのか疑

問である。 

 人事評価制度の運用に当たっては、これまで

と同様に、引き続き人事制度小委員会等の意

見、その他分析結果等を踏まえた対応を行って

いきたいと考えている。 
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保育所の副所長ポストについて 

前回の交渉後に、現在の状況等について原局

に確認した内容を説明いただきたい。 

現時点においては、保育支部の要求内容も踏

まえ、フリー保育士の配置に関することを中心

に、支部との意見交換を行ってきているところ

である。協議は継続中であり、具体的な成果に

は至っていない状況ではあるが、フリー保育士

の配置については原局としても課題認識してお

り、保育の質の確保や子どもたちへの安全な保

育の提供のために、今後も引き続き協議してい

きたいと考えているとのことを確認している。

 フリー保育士の配置も課題ではあるが、今回

は３級職員がチーフの職責を担っていることの

問題点を指摘しているものである。 

 チーフの業務内容としては、他の３級職員と

同等の職責の範囲となっており、これまで培っ

てきた知識と経験を生かし、職場のリーダー的

な役割として後輩の指導や他者へのサポート等

を担っていただいており、４級所長の職責と同

等というわけではないと聞いている。また、課

長補佐が所長として配置されていた時とも状況

が異なるということもあり、現在は、４級副所

長ポストよりもフリー保育士の配置の検討を優

先的な課題と捉えているとのことである。 

 チーフ保育士は、その職責を踏まえると４級

副所長ポストとして整理すべきとは考えていな

いのか。 

 役職ポストや執行体制については、まずは原

局において、その必要性を検討・判断するもの

であるが、原局ではそうした意向には至ってい

ない。一方で、保育支部の要求は、フリー保育

士の配置、つまり保育の質の確保や職員の負担

軽減に重きが置かれているものと認識してお

り、そのことを中心に検討を行おうとする原局

の対応は一定理解できるものである。 

 原局でどのような検討をしているのか。 

それとは別に、副所長ポストの協議も進める

必要があり、人事制度小委員会の場で、原局も

同席して協議する旨の回答がなければ納得でき

るものではない。 

 現時点では検討段階であるが、保育の質の確

保や職員の負担軽減に向けては、チーフ保育士

のフリーでの配置や令和２年度からの会計年度

任用職員制度の活用なども引き続き検討してい

くとのことである。 

 こうした議論は保育現場の詳細な事情を踏ま

える必要があり、また、全体のことは本部で、

詳細は支部で協議するということが基本的な考

え方であることからも、引き続き保育支部にお

いて協議していくべきものと考えている。 
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 この件については、改めてどういった場で協

議していくかも含めて整理していく必要があ

る。 

今回の交渉でのやりとりを原局にも伝えた上

で、今後しかるべき場で協議が進められるよう

にしていきたい。 

調理師職場の作業長ポストについて 

 学校の調理師職場についても、同様に４級作

業長ポストの検討状況を確認いただきたい。 

原局へ確認しておく。 

水防等防災配備について 

水防等防災配備について、昨年度と同じ回答

となっているが、どのように考えているのか。

水防等防災配備については、災害の規模に応

じて、水防業務を適切に実施するための段階的

な人員配備体制をとるという考え方は変わって

いないことから、回答は昨年度と同じ内容とな

っているが、引き続き、各部において配備体制

を決定する際には、その水防業務が適切に実施

できるよう努めていくものである。 

 近年、大規模な自然災害が多発する中で、課

題の認識はあるのか。 

 昨年度の台風第 21 号をはじめとする災害対

応では、防災情報の発信の在り方や防災配備態

勢の整備などについて課題があったと認識し、

引き続き課題解決に向けて取り組んでいること

を原局から確認している。 

 市内在住者への依存が高い状況があることに

ついて、どのように考えているのか。 

 これまでの水防本部・災害対策本部を、災害

警戒本部・災害対策本部に変更するとともに、

人的資源をより機動的に活用できるよう、動員

の権限が各部を総括する局長級職員にあること

を明確化するなど、配備指令の整理を行ってい

る。これにより各部の状況に応じた臨機応変な

動員をかけられるようになっており、市内・市

外在住者の調整にも資する面があるのではない

かとのことである。 

 水防等防災配備に当たって、近隣の自治体と

協定を締結するなどの連携を図る中で、市外在

住者が在住の自治体の防災配備に加わることを

可能にするなどの方策は考えられないか。 

 引き続き本市としての課題の解決に向けた取

組を進めているところであるが、そうした意見

があったことについては原局に伝えておく。 

手話通訳者について 

 手話通訳者に欠員が生じている状況につい

て、どのように考えているのか。 

 現在、３名の手話通訳の確保に向けて原局で

募集を行っているところであり、手話通訳者の

業務については引き続き一定のボリュームが見

込まれる中、まずは定数どおりの配置を目指し

ていると聞いている。 
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 人材確保に向けて、報酬を引き上げる必要が

あるのではないか。 

職務に着目して報酬水準を定めている中で、

他の職の報酬との整合性のほか、財政上の影響

なども踏まえる必要がある。今年度途中の新た

な欠員の要因が報酬以外にあることも考えら

れ、現時点において欠員が生じていることだけ

をもって報酬を引き上げることは難しいと考え

ている。 

手話通訳者は人材確保が難しいため、報酬の

面で何らかの工夫が必要ではないか。また、当

面の欠員対応としては、派遣の活用などが考え

られるのではないか。 

 報酬の引上げは難しいと考えており、また、

来年度からの会計年度任用職員制度移行により

新たな報酬体系となることも踏まえる必要があ

るが、いずれにしても、引き続き手話通訳者の

確保に努めていく。また、派遣の活用について

は、財源の確保などの課題もあるが、意見があ

ったことについては原局に伝えておく。 

 課題解決への方向性 

  引き続き協議していくこととした。 

以 上 

 （給与課）
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◎妥結事項

11月６日及び12日の２回にわたる交渉の結果を受け、次の項目について妥結に至った。 

１ 期末・勤勉手当の支給［令和元年12月10日支給] ＜妥結日：令和元年11月15日＞   

 期末手当 勤勉手当 合計 

定年前職員 1.300月 0.975月 2.275月 

再任用職員 0.725月 0.450月 1.175月 

２ 令和元年度給与改定 ＜妥結日：令和元年11月15日＞ 

 ⑴ 給料表［平成31年４月１日適用］ 

行政職給料表について、令和元年11月６日付けメモのとおり改定する。 

 ⑵ 生活補給金基準額［平成31年４月１日適用］ 

給料表の改定に伴い、行政職給料表適用者の生活補給金に係る基準額について、次のとおり改定する。 

年齢 現行 改定後 引上額 

30歳 218,500円 219,600円 1,100円

31歳 224,000円 225,100円 1,100円

32歳 229,800円 230,700円 900円

33歳 235,800円 236,500円 700円

34歳 242,100円 242,500円 400円

35歳 249,000円 249,000円 0円

36歳 255,100円 255,100円 0円

37歳 261,700円 261,700円 0円

38歳 267,600円 267,600円 0円

39歳 273,100円 273,100円 0円

40歳以上55歳未満 278,000円 278,000円 0円
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＜参考＞ 

嘱託労組との妥結事項 

１ 割増報酬の支給［令和元年12月10日支給］ 

区分 支給月数又は額 前年度 

Ｂランク 2.12月分 2.09月分

Ｃランク 1.93月分 1.90月分

Ｄランク 337,000円 332,000円

Ｅランク 322,000円 317,000円

高年齢者委嘱制度 311,000円 306,000円

２ 嘱託労組に対する会計年度任用職員制度の給付体系の一部変更［令和２年４月１日実施]   

  平成 29 年 12 月 26 日付け「会計年度任用職員制度の給付体系について（メモ）」のうち「１ 報酬月

額」及び「２ 期末手当」の一部について、次のとおり変更する。 

 ⑴ 報酬月額 

   「⑴ 決定方法」中の会計年度任用職員の報酬月額イメージを次のとおりとする。 

 ⑵ 期末手当 

   年間の支給月数を2.6月（６月期・12月期1.3月ずつ）とする。 
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３ 会計年度任用職員の採用基準学歴［令和２年４月１日実施］ 

  会計年度任用職員の採用基準学歴について、次のとおりとする。 

現行 
ランク

部局名 委嘱事由 
採用基準 
学歴 

Ｂ 

健康福祉局 

福祉医療費助成業務 高卒 

  就労促進相談員業務 短卒 

  歯科衛生士業務 
短大３卒 
(短卒＋１)

こども青少年局 

児童課の児童ホームの業務 短卒 

  児童課の児童課・児童ホームの業務 短卒 

  保育所の保育業務 短卒 

  都市整備局 放置自転車対策担当の業務 高卒 

教育委員会事務局 

図書館の司書業務 短卒 

  小学校・尼崎養護学校の給食調理業務 高卒 

  園務補助 短卒 

Ｃ 
総務局 

地域研究史料館の地域史料研究業務 
院卒 

(大卒＋２)

  地域史料整理・システム管理運用業務 
院卒 

(大卒＋２)

健康福祉局 

介護サービス事業者指定等業務 大卒 

  北部・南部福祉相談支援課の婦人相談員 短卒 

  看護師業務 
短大３卒 
(短卒＋１)

  こども青少年局 児童課のこどもクラブ・児童ホーム責任者の業務 短卒＋５ 

  教育委員会事務局 教育相談業務 
院卒 

(大卒＋２)

Ｄ 健康福祉局 公害健康補償課の保健師業務 大卒 

４ 国民健康保険推進員の休暇等［令和２年４月１日実施］ 

  国民健康保険推進員の休暇等について、嘱託労組に対する平成30年11月12日付け「会計年度任用職 

員制度の休暇等について（メモ）」に準じた内容とする。 


